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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県漁業調整規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年５月９日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第37号 

   富山県漁業調整規則の一部を改正する規則 

 富山県漁業調整規則（令和２年富山県規則第57号）の一部を次のように改正する。 

 第39条第１項の表中                            
 
｢ 
あゆ 12月１日から

翌年６月15日

まで 

海面 
 

 
神通川（宮川を含む。）上流及び高原川の区域 

 

 
10月１日から

同月７日まで

及び12月１日

から翌年６月

15日まで 

内水面（神通川（宮川を含む。）上流及び高原川

の区域を除く。） 

｣ 

毎週月.水.金曜日発行 
令和７年５月９日 

金 曜 日 
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を 
 
｢ 
あゆ 12月１日から 海面  

 
 翌年６月15日

まで 

  

 
12月１日から

翌年５月31日

まで 

神通川（宮川を含む。）上流及び高原川の区域 

 

 
 10月１日から

同月７日まで

及び12月１日

から翌年５月

31日まで 

内水面（神通川（宮川を含む。）上流及び高原川

の区域並びに境川を除く。） 

 

 
 10月１日から

同月７日まで

及び12月１日

から翌年６月

15日まで 

境川 

｣ 

に改める。 

 第49条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子 

 機器の機能を損なう行為をしてはならない。 

 第56条第１項各号列記以外の部分中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」 

に改め、同項第１号から第３号までの規定中「者」を「とき。」に改める。 

 第57条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                             （水産漁港課）  
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公       告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条の規定により許可した開発行為に関 

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和７年５月９日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

下新川郡朝日町浜草野17 
番、18番、19番、20番、 
21番、22番、23番、24番 

同 左 防火水槽  朝日町 

 

 

随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和７年５月９日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県庁情報通信網（ＬＡＮ）運用保守業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県地方創生局デジタル化推進室情報システム課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和７年４月17日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社インテック 富山市牛島新町２番２号 

５ 随意契約に係る契約金額 
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  67,456,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  特例政令第11条第１項第２号に規定する既契約特定役務につき、既契約特定役 

 務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既契約特 

 定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享 

 受することに著しい支障が生ずるおそれがあるときに該当するため 

 

 

随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和７年５月９日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県庁情報通信網（ＬＡＮ）運用保守業務（サーバ管理分） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県地方創生局デジタル化推進室情報システム課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和７年４月16日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  北電情報システムサービス株式会社 富山市桜橋通り３番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  42,592,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 
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７ 随意契約の理由 

  特例政令第11条第１項第２号に規定する既契約特定役務につき、既契約特定役 

 務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既契約特 

 定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享 

 受することに著しい支障が生ずるおそれがあるときに該当するため 

 

 

条件付き一般競争入札の実施について 

 富山県立中央病院令和６年度空調設備劣化改修工事について、次のとおり条件付 

き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」 

という。）第 167条の６第１項の規定により公告します。 

  令和７年５月９日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工 事 名 富山県立中央病院令和６年度空調設備劣化改修工事 

 ⑵ 工事場所 富山市西長江地内 

 ⑶ 発注工種 管工事 

 ⑷ 工事概要 ターボ冷凍機250USRTの増設及びそれに伴う冷却塔、冷水・冷却水 

       ポンプ、自動制御設備工事一式 

 ⑸ 工  期 契約を締結した日の翌日から令和８年１月31日まで 

 ⑹ 予定価格  180,400,000円（消費税相当額を除く。） 

 ⑺ 調査基準価格 有 

２ 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。） 

  次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。なお、入札参加資格の確認は、 

 申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。 

  ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時まで 

 の間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。 

 ア 政令第 167条の４の規定に該当しない者で、かつ、建設業法（昭和24年法律 

  第 100号）第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。 
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 イ 富山県東部（富山土木センター（立山土木事務所を含む。）管内又は新川土 

  木センター（入善土木事務所を含む。）管内）の区域内に建設業法施行規則 

  （昭和24年建設省令第14号）第６条に規定する主たる営業所を有する者である 

  こと。 

 ウ 富山県における令和７・令和８年度建設工事競争入札参加資格者名簿に、管 

  工事の等級がＡの者として登載されており、かつ、管工事に係る総合数値が 

   950点以上の者として登載されていること。 

 エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日から当該工事の開札の日までの間にお 

  いて、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けてい 

  ない者であること。 

 オ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定により更生手続開始の申 

  立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定 

  により再生手続開始の申立てがなされている者（これらの者のうち、建設工事 

  の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第１項に規定する 

  申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。）でないこと。 

３ 申請書及び添付書類の提出 

 ⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 

  ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

  イ 入札参加資格確認書（様式第２号）  

 ⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ（下記ＵＲＬ）の「入札 

  情報」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 

   https://www.tch.pref.toyama.jp/ 

 ⑶ 提出期間  

   令和７年５月12日（月）から令和７年５月21日（水）まで（富山県の休日を 

  定める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日 

  （以下「休日」という。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１ 

  時から午後５時15分まで。 

 ⑷ 提出場所  

   〒930-8550 富山市西長江二丁目２番78号 

https://www.tch.pref.toyama.jp/
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         富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑸ 提出方法 

   書類の提出は、持参し、又は郵送する（書留郵便等発送の記録が残る方法に 

  限る。提出期間の締切日までに必着）方法により行うものとする。 

４ 公告に関する質問等 

 ⑴ この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若し 

  くは郵送する（受付期間の締切日までに必着）方法により行うものとし、次の 

  とおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間 令和７年５月９日（金）から令和７年６月４日（水）まで（休 

   日を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま 

   で。 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076-491-7115） 

 ⑵ 公告の記載内容についての質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を 

  及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟５階廊下に掲 

  示し、公表する。 

５ 入札参加資格の確認の通知 

  入札参加資格の有無の確認の結果は、令和７年５月22日（木）までに文書によ 

 り通知する。 

６ 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求 

 ⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理 

  由について説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参すること 

  により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間 令和７年５月23日（金）から令和７年５月27日（火）までの午 

   前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和７年６月４ 

  日（水）までに文書により行うものとする。 

７ 設計図書等の配付及び質問等 
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 ⑴ 入札参加資格が有る旨の通知をした者（以下「入札参加資格者」という。） 

  に対し、令和７年５月23日（金）までに設計図書等を無償で貸与する。貸与し 

  た設計図書等は入札終了時に回収する。 

 ⑵ 貸与する設計図書等の配付先は、次のとおりとする。 

   富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑶ 設計図書等に関する質問は、質問事項を記載した文書を持参し、又は郵送す 

  る（受付期間の締切日までに必着）方法により行うものとし、次のとおり受け 

  付けるものとする。 

  ア 受付期間 令和７年５月23日（金）から令和７年６月４日（水）まで（休 

   日を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま 

   で 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076-491-7115） 

 ⑷ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。 

 ⑸ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を 

  富山県立中央病院外来診療棟５階廊下に掲示し、公表する。 

８ 入札の日時、場所 

 ⑴ 入札の日時 令和７年６月９日（月）午後１時30分 

 ⑵ 入札の場所  

   〒930-8550 富山市西長江二丁目２番78号 

         富山県立中央病院中央診療棟３階36会議室 

９ 入札の方法等 

 ⑴ 入札は、出場入札により行うものとする。 

 ⑵ 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の 

  10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ 

  の端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及 

  び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった 

  契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑶ 入札回数は、１回とする。 

10 工事費内訳書の提出 
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 ⑴ 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書を入 

  札書に添付すること。 

 ⑵ 工事費内訳書の様式は、７の⑴の設計図書等の配付の際に、併せて様式の配 

  付を受け、作成すること。 

 ⑶ 工事費内訳書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。また、工事 

  費内訳書の内容に不備がある場合、原則として当該者の入札を無効とする。 

 ⑷ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入 

  札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない 

  場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とするこ 

  とがある。 

11 入札保証金に関する事項 

  入札保証金は、免除する。 

12 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札 

 ⑵ その他入札心得（予定価格事前公表試行工事）第６条各号のいずれかに該当 

  する入札 

 ⑶ ２⑴のただし書に規定する場合に該当する入札 

13 落札者の決定方法 

  富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）第92条の規定により定めた予定 

 価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札し 

 た者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を 

 下回る場合は、落札者の決定を保留し、富山県低入札価格調査等実施要領に基づ 

 き、審査を行い、落札者を決定する。 

14 契約保証金に関する事項 

  契約保証金は、入札心得（予定価格事前公表試行工事）第10条の規定による。 

15 配置予定技術者の確認 

 ⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、ＣＯＲＩＮＳ等により現場代 

  理人及び主任（監理）技術者の適正配置の確認を行う。 
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 ⑵ ⑴の規定による確認の結果、現場代理人又は主任（監理）技術者の配置が適 

  正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うこ 

  とがある。 

16 その他 

 ⑴ 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方 

  自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令、富山県会計規則及び入札心得の 

  定めるところによる。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 

  類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。 

 ⑷ 提出された申請書等は、返却しない。 

 ⑸ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替え 

  を認めない。 

 ⑹ 入札書を提出するに当たっては、４の公告に関する質問等及び７の(３)の設 

  計図書等に関する質問等の内容を確認すること。 

 ⑺ その他不明な点については、富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076- 

  491-7115）に問い合わせること。 
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（様式第１号） 

 

                               年 月 日  

入札参加資格確認申請書 

 

  富山県知事 新田 八朗 殿 

                   住   所 

                   商号又は名称 

                   代表者氏名            印  

 

  下記の工事に係る入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請しま 

 す。 

記 

 １．工事名   富山県立中央病院令和６年度空調設備劣化改修工事 

 ２．履行期限  令和８年１月 31日まで 

 

 （提出者）      

         業者番号 

         業者名称 

         業者郵便番号 

         業者住所 

         役職名 

         代表者氏名 

         代表電話番号 

         代表 FAX番号 

         部署名 

         商号（連絡先名称） 

         連絡先氏名 

         連絡先住所 

         連絡先電話番号 

         連絡先 E-Mail 

         添付資料 
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（様式第２号） 

入 札 参 加 資 格 確 認 書 

 

                      住  所  

                      商号又は名称 

                      代表者氏名 

 

  下記の工事に係る入札に参加する者に必要な資格については、下記のとおり確 

 認しました。 

記 

 １ 工事名  富山県立中央病院令和６年度空調設備劣化改修工事 

 ２ 入札に参加する者に必要な資格 

内  容 該当・非該当の別(※) 

①政令第 167条の４の規定に該当しない者で、かつ、建設業法第27条の 

23の規定による経営事項審査を受けている者であること。 （ 該当 ・ 非該当 ） 

②富山県東部（富山土木センター（立山土木事務所を含む。）管内又は 

新川土木センター（入善土木事務所を含む。）管内）の区域内に建設業 

法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第６条に規定する主たる営業所 

を有する者であること。 

（ 該当 ・ 非該当 ） 

③富山県における令和７・令和８年度建設工事競争入札参加資格者名簿 

に、管工事の等級がＡの者として登載されており、かつ、管工事に係る 

総合数値が 950点以上の者として登載されていること。 

（ 該当 ・ 非該当 ） 

④入札参加資格の確認の申請の期限の日から当該工事の開札の日までの 

間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停 

止を受けていない者であること。 
（ 該当 ・ 非該当 ） 

⑤会社更生法第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている 

者又は民事再生法第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされて 

いる者（建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱 

第10条第１項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を 

受けた者を除く。）でないこと。 

（ 該当 ・ 非該当 ） 

 （※）申請者は、資格の内容（左欄）を満たすことを確認の上、右欄の「該当」に○印を付すこと 
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監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和７年３月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和７年５月９日 

                     富山県監査委員 奥 野 詠 子  

                     富山県監査委員 井 上   学 

                     富山県監査委員 田 中 篤 人  

                     富山県監査委員 髙 橋 正 樹  

 

１ 監査対象箇所                     監 査 年 月 日 

生活環境文化部 環 境 科 学 セ ン タ ー    令和７年３月４日 

厚 生 部 新 川 厚 生 セ ン タ ー 令和７年３月17日 

  同 高 岡 厚 生 セ ン タ ー 令和７年３月14日 

  同 砺 波 厚 生 セ ン タ ー 令和７年３月12日 

  同 黒 部 学 園 令和７年３月４日 

  同 衛 生 研 究 所 令和７年３月４日 

農林水産部 西 部 家 畜 保 健 衛 生 所 令和７年３月21日 

教育委員会 入 善 高 等 学 校 令和７年３月18日 

  同 魚 津 工 業 高 等 学 校 令和７年３月25日 

  同 上 市 高 等 学 校 令和７年３月14日 

  同 中 央 農 業 高 等 学 校 令和７年３月24日 

  同 富 山 西 高 等 学 校 令和７年３月21日 

  同 富 山 南 高 等 学 校 令和７年３月17日 

  同 呉 羽 高 等 学 校 令和７年３月３日 

  同 大 門 高 等 学 校 令和７年３月３日 
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  監査対象箇所                     監 査 年 月 日 

教育委員会 新 湊 高 等 学 校 令和７年３月３日 

  同 伏 木 高 等 学 校 令和７年３月21日 

  同 高 岡 南 高 等 学 校 令和７年３月14日 

  同 福 岡 高 等 学 校 令和７年３月28日 

  同 氷 見 高 等 学 校 令和７年３月17日 

  同 砺 波 高 等 学 校 令和７年３月14日 

  同 砺 波 工 業 高 等 学 校 令和７年３月18日 

  同 石 動 高 等 学 校 令和７年３月31日 

  同 南 砺 福 野 高 等 学 校 令和７年３月25日 

  同 新 川 み ど り 野 高 等 学 校 令和７年３月18日 

  同 に い か わ 総 合 支 援 学 校 令和７年３月４日 

  同 し ら と り 支 援 学 校 令和７年３月25日 

  同 富 山 高 等 支 援 学 校 令和７年３月18日 

  同 高 志 支 援 学 校 令和７年３月25日 

  同 ふ る さ と 支 援 学 校 令和７年３月21日 

  同 高 岡 聴 覚 総 合 支 援 学 校 令和７年３月18日 

  同 高 岡 高 等 支 援 学 校 令和７年３月18日 

  同 と な み 総 合 支 援 学 校 令和７年３月24日 

公安委員会 魚 津 警 察 署 令和７年３月13日 

  同 上 市 警 察 署 令和７年３月７日 

  同 富 山 南 警 察 署 令和７年３月３日 

  同 富 山 西 警 察 署 令和７年３月11日 

  同 射 水 警 察 署 令和７年３月11日 

  同 砺 波 警 察 署 令和７年３月12日 
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２ 監査対象年度 

  令和５年度及び令和６年度 

 

３ 監査結果 

  財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につい 

 て、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により 

 監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われていると 

 認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、 

 一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 歳入調定に遅延しているものがあった。 

  イ 旅費の支給に誤りがあった。 

  ウ 時間外勤務手当の支給に誤りがあった。 

  エ 通勤手当の支給に誤りがあった。 

  オ 扶養手当及び期末手当の支給に誤りがあった。 

  カ 支払が遅延しているものがあった。 

  キ 資金前渡金の取扱いに適正を欠くものがあった。 

  ク 契約内容が適正でないものがあった。 

  ケ 契約条項違反があった。 

  コ 行政財産使用料の算定誤りがあった。 

  サ 備品使用簿、物品出納計算書及び物品現在高調書の金額に誤りがあった。 

  シ 交通事故による損害が生じた。（２箇所） 
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